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第
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第
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中

｢

第
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三
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二
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次
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次
の
三
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加
え
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。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
第
二
条
及
び
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号

様
式
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
交
付
さ
れ
る
政
務
活
動
費
に
係
る
青
森
県

政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
さ
れ
た
政
務
活

動
費
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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